
◎債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部

を改正する法律 
（平成一六年一二月一日法律第一四八号）   

一、提案理由（平成一六年一一月二日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（南野知惠子君） 

……………（略）…………… 

 次に、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律

案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 近時、企業金融の在り方について、不動産担保や個人保証に過度に依存した資金調達

手法を見直す必要があると指摘されており、企業資産のうちこれまで十分に活用されて

こなかった不動産以外の資産、具体的には動産や債権を担保目的又は流動化目的で譲渡

することによって資金を調達する方法が注目を集めております。しかしながら、現行法

の下では、動産を活用して資金を調達しようとしても、動産の譲渡を第三者に公示する

制度が不十分であるという問題があります。また、債権を活用して資金を調達する方法

についても、現行の債権譲渡登記制度においては、債務者の特定していない将来債権の

譲渡を登記することができないという問題があります。 

 そこで、この法律案は、法人がする動産及び債務者の特定していない将来債権の譲渡

についても、登記によってその譲渡を公示することができることとして、動産や債権を

活用した企業の資金調達の円滑化を図ろうとするものであります。 

 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、法人が動産を譲渡した場合には、動産

譲渡登記ファイルに動産譲渡登記をすることによって、対抗要件を具備することができ

ることとしております。 

 第二に、動産譲渡登記について、その申請手続や登記事項の開示方法等の登記手続を

整備しております。 

 第三に、法人が債務者の特定していない将来債権を譲渡し、又は当該債権を目的とし

て質権を設定した場合にも、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記又は質権設定登記を

することによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができること

としております。 

 なお、この法律の制定に伴い、政省令の制定等所要の手続が必要となりますので、そ

の期間を考慮いたしまして、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上がこの法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、御慎重に審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院法務委員長報告（平成一六年一一月一○日） 

○渡辺孝男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 



……………（略）…………… 

 次に、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律

案は、法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡につ

き、登記による新たな対抗要件の制度を創設するとともに、法人がする債務者の特定し

ていない将来債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるように

するものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、民法の現代語化の検討の経緯

及び基本方針、保証制度の見直しが中小企業の資金調達に与える影響、保証契約書の交

付の義務付け、事情変更による解約権等の更なる保証人保護の必要性、動産・債権譲渡

登記制度の活用の見通し、労働債権の確保のための法整備の必要性等について質疑が行

われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の簗瀬委員、日本共産党

の井上委員より、債権譲渡特例法改正案に反対、民法改正案に賛成の意見が、それぞれ

述べられました。 

 討論を終わり、順次採決の結果、民法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、

債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案は多数

をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一 動産・債権の譲渡が企業の倒産時における労働債権の確保に影響を与え得ること等

を考慮し、かかる労働債権の法律上の保護の在り方については、本法の施行後におけ

る動産・債権譲渡登記制度の利用状況等を踏まえ、今後も引き続き十分検討すること。 

二 動産・債権譲渡登記制度については、その活用状況を常に注視しつつ、必要に応じ、

動産・債権の取引の安全及び債務者の保護を図るという見地から、更なる検討を行う

こと。 

三 新規融資の拡大に途を開くとの制度趣旨にかんがみ、債権回収の手段として濫用さ

れることのないよう必要な対応を図るとともに、その十分な周知徹底に努めること。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（平成一六年一一月二五日） 

○塩崎恭久君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告いたします。 

……………（略）…………… 

 次に、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律



案は、動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡につき登記によ

る新たな対抗要件の制度を創設するとともに、法人がする債務者の特定していない将来

債権の譲渡についても、登記により対抗要件を備えようとするものであります。 

 両法律案は、いずれも参議院先議に係るもので、十一月十二日本委員会に付託され、

十六日南野法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑に入り、十九日参考人の

意見を聴取し、質疑を終局し、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

の一部を改正する法律案について討論を行い、採決の結果、民法の一部を改正する法律

案は全会一致をもって、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部

を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月一九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 動産譲渡及び債権譲渡の公示制度の整備については、中小企業等における資金調達

の円滑化が主な目的であることにかんがみ、資金調達の新たな手法として広く活用さ

れるよう周知徹底に努めるとともに、債権回収の手段として濫用されることのないよ

う、十分な配慮をすること。 

二 企業の倒産時における労働債権の法律上の保護のあり方については、本法施行後に

おける動産譲渡及び債権譲渡の公示制度の利用状況や労働債権の取扱いの実態等を注

視し、必要に応じ、更なる検討をすること。 


